
シナプス個品割賦販売契約約款 
 
株式会社シナプス（以下「当社」といいます。）は、パソコン及びその付属品または周辺機器（当社が指定するものに限り
ます。以下合わせて「商品」といいます。）の販売について、この個品割賦販売契約約款（以下「本約款」といいます。）を
定め、本約款に基づき当社は購⼊者と、商品の割賦販売に係る契約（以下「個品割賦販売契約」といいます。）を締結しま
す。 
 
第１条（申込条件） 
当社は、購⼊者が、当社のシナプス利⽤規約に定めるシナプスの契約者及びシナプスの利⽤者、もしくは個品割賦販売契
約の申込みと同時にシナプスへの加⼊申込みをする者である場合に限り、個品割賦販売契約を締結します。 
 
第２条（契約の申込⽅法及び承諾等） 
購⼊者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、本約款を承諾の上、当社所定の⽅法により⾏うものとします。 
２ 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。 
（1） その申込みをした者が、シナプス利⽤規約に定めるシナプスの利⽤料⾦等の⽀払いを現に怠り、または怠る恐れが

あるとき。 
（2） その申込みをした者が、シナプス利⽤規約第 10 条に定める利⽤の停⽌に該当するとき。 
（3） その申込みを承諾することが、当社の業務の遂⾏または技術上著しい⽀障があるとき。 
（4） その申込みの際に、虚偽の事実の記載、誤記、または記⼊漏れがあったとき。 
（5） その他当社が不適当と判断したとき。 
 
第３条（契約の成⽴時点） 
個品割賦販売契約は、当社が購⼊者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、購⼊者に通知した時をもって成⽴
するものとします。 
 
第４条（商品の引渡し及び所有権の移転） 
商品は、個品割賦販売契約成⽴後に当社から購⼊者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の
所有権が当社から購⼊者に移転するものとします。 
２ 商品の所有権の移転前においては、購⼊者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、⼜は転売することができないものと
します。 
 
第５条（賦払⾦の⽀払期⽇・⽀払⽅法） 
購⼊者は、賦払⾦を、当社のシナプス利⽤規約第 13 条に定める料⾦の⽀払期⽇・⽀払⽅法にて、当社に⽀払うものとしま
す。なお、賦払⾦の⽀払開始の前後にかかわらず、当社のシナプス利⽤規約に定める利⽤契約を個品割賦販売契約にかか
る債務の完済前に解約した場合、個品割賦販売契約は有効に存続し、未払分の賦払⾦の合計を直ちに当社に⽀払うものと
します。 
 
第６条（契約事項の変更） 
購⼊者は 当社に届け出た⽒名、住所または連絡先などの変更をした場合は、速やかにその旨を、当社所定の⽅法により、
当社へ通知するものとします。 
２ 購⼊者は、前項の通知がないために、当社からの通知⼜は送付書類等が延着⼜は不到達となっても、当社が通常到達す
べきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。 
 
第７条（割賦債権の譲渡） 
当社は、購⼊者に対する個品割賦販売契約に基づく債権をその他第三者に譲渡することがあります。この場合において、
購⼊者は、当該債権の譲渡及び当社等が購⼊者の個⼈情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。 



 

【割賦販売業者の名称及び住所】 【問い合わせ・相談窓⼝等】 

株式会社シナプス 
⿅児島県⿅児島市中央町 6-1 

シナプスサポートセンター 
TEL：099-813-8699 
FAX：099-812-8110 
support@synapse.jp 

（年中無休 9:00 - 21:00） 

シナプス・ステーション 
⿅児島市中央町 6-1 

シナプスビル 2F 
（年中無休 10:00 - 19:00) 

 
 
実施 2018 年 7 ⽉ 1 ⽇ 


